
　２　一般会計・特別会計実質収支
　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位　千円）

 うち地方

 歳 入 総 額  歳 出 総 額  歳入歳出  実質収支額  自治法第

差引額  233条の2

 継続費 繰  越 事　故  　　計  の規定に

 逓　次 明許費 繰越し  よる基金

 　　　　　Ａ  　　　　　Ｂ    Ｃ (A-B)  繰越額 繰越額 繰越額  　　　　Ｄ  　Ｅ (C-D)  繰入額

570,261,673 567,354,780 2,906,893      － 2,504,074 327,541 2,831,615 75,278 37,639

 競輪事業 17,877,590 17,741,935 135,655  　　－  　　 －  　　－  　　 － 135,655  　　　－

 卸売市場事業 2,343,143 2,336,452 6,691  　　－ 6,691  　　－ 6,691 0  　　　－

特  国民健康保険事業 125,792,771 125,347,139 445,632  　　－  　　 －  　　－  　　 － 445,632  　　　－

  母子寡婦福祉 738,111 204,797 533,314  　　－  　　 －  　　－  　　 － 533,314  　　　－

    資金貸付事業

 後期高齢者 11,868,681 11,309,498 559,183  　　－  　　 －  　　－  　　 － 559,183  　　　－

別
        医療事業

 公害健康被害 186,074 73,062 113,012  　　－  　　 －  　　－  　　 － 113,012  　　　－

 
        補償事業

68,023,296 67,104,763 918,533  　　－  　　 －  　　－  　　 － 918,533  　　　－

2,023,146 1,775,178 247,968  　　－ 198,675  　　－ 198,675 49,293  　　　－

 会 93,133 90,736 2,397  　　－  　　 －  　　－  　　 － 2,397  　　　－

        共済事業

276,086 147,464 128,622  　　－ 128,622  　　－ 128,622 0  　　　－

639,372 337,192 302,180  　　－ 60,594  　　－ 60,594 241,586  　　　－

   ゴルフ場事業

 計 2,725,293 2,725,293 0  　　－  　　 －  　　－  　 　－ 0  　　　－

      取得等事業

192,508,575 192,508,575 0  　　－  　　 －  　　－  　　 － 0  　　　－

　実質収支      形式収支（歳入歳出差引額）から翌年度繰越事業費等に充当されるべき財源を差し引いた実際の当年度の

　　　　　　　　収支を明らかにするものである。

 公債管理

 墓地整備事業

 生田緑地

 公共用地先行

 　翌年度へ繰り越すべき財源

 一般会計

 港湾整備事業

 勤労者福祉

 介護保険事業

区　　　　分


